
 
2019年 4月 25日 

各 位 

 

臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2019年４月２日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招

集に関するお知らせ」において、2019年５月 28日開催予定の臨時株主総会招集のための基

準日を 2019年４月 24日と定め、臨時株主総会の開催をお知らせしておりましたが、本日

開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案について決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

記 

 

１．臨時株主総会の付議議案 

 

決議事項 

第１号議案 第三者割当による募集株式発行の件 

  下記要領により募集株式を発行するものとし、募集事項の決定については取締 

  役会に委任すること 

 

        １．募集株式の数      2,000 株を上限とする。 

    ２．募集株式の払込金額    １株につき金 25,000 円を下限とする。 

 

なお、詳細については、本日別途公表する「第三者割当による新株式発行に関するお知

らせ」をご参照願います。 
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